
 　(※４)許可番号の記載があるもの

　　　

　              （※6）在留証明・戸籍の附票の写しに記載

（※１）日本の旅券と外国の旅券の両方を所持している場合、      　 された情報を国税庁へ送信するか、

　　　　 入国（帰国）時に提示した旅券で国籍を確認。           書類の写しを保管。

免税対象者判定フロー

日本人

外国人

一般旅券

特別旅券

証明書類

の種類確認

外交旅券

特別旅券の

種類確認

公用旅券

緊急旅券

国連旅券
戸籍の附票

の写し

帰国日確認
帰国後

6ヶ月未満

帰国後

6ヶ月以上

旅券

乗員上陸

許可書(※4)

船舶観光

上陸許可書

・遭難による乗員

上陸許可書

・緊急上陸許可書

上陸許可

シール確認

あり

なし

TTP(※2)

・在留カード

・特別永住者証明書

入国後

6ヶ月未満

入国後

6ヶ月以上

短期滞在

短期滞在・外

交・公用以外

外交・公用

免税OK

免税OK（※2）トラスティッド・トラベラーズ・プログラム

カードの裏面を確認

在留資格確認

免税不可

免税不可

SOFAスタンプ

(※3)
＜参考＞上陸許可シール

②

①

上陸許可

シール①

上陸許可年月日

（入国日）確認

上陸許可

米軍関係者

（※3）米軍関係者の入国に際し押印されるスタンプ

上陸許可年月日

（入国日）確認

入国後

6ヶ月未満

入国後

6ヶ月以上

免税OK

免税不可

免税不可

免税不可

免税不可

「在留証明・戸籍の

附票の写しの

確認ポイント」参照

（※6）

Visit Japan Web

（※5）

入国後

6ヶ月未満

入国後

6ヶ月以上

短期滞在

外交・公用

免税OK

免税OK

免税不可

上陸許可年月日

（入国日）確認

在留証明

旅券等による

国籍確認（※１）

・寄港地上陸許可の証印

・通過上陸許可の証印

上陸許可年月日

（入国日）確認

入国後

6ヶ月未満

入国後

6ヶ月以上

免税OK

免税不可

「米軍関係者の免税手続に

関するご案内」参照

（※5）非対応の免税店では

旅券を提示


